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令和７年の職場における熱中症に関する厚生労働省の調査によると、死亡者の数は19人（前年比12人・約39％減）

となり前年から減少しました。しかし、死傷者（死亡・休業４日以上）の数をみると、1,803人（前年比546人・約43％

増）となり、統計開始以来最多となりました。同省では、令和８年においても、同年３月に策定された「職場における熱

中症防止のためのガイドライン」を踏まえた措置などを講ずるように呼びかけています。同省から、職場での熱中症防止

対策のポイントをまとめたパンフレットなどが公表されていますので、本格的に暑くなる前に確認しておきましょう。 

･････････ パンフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に 

熱中症を効果的に防止しましょう！」より抜粋 ･･･････････････････ 

職場における熱中症対策を強化 
 

「令和８年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Ｑ＆Ａ」を公表 

 
令和８年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。この改正につい

て、国税庁から、「令和８年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Ｑ＆Ａ（令和8年５月）」が公表されていま

す。ここでは、そのＱ＆Ａのうち「【令和８年分年末調整関係書類の記載事項】扶養控除等申告書の記載事項（Ｑ２－１）」

を紹介します。 

Ｑ 当社では、年末調整に際し、既に提出されている扶養控除等申告書を従業員に返却し、各人が申告書に記載した事項に

異動がないか、申告漏れとなっている事項がないか再度確認することにしています。 令和８年12月から扶養親族等の所得

要件が改正されますが、令和８年分扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありますか。  

Ａ 令和８年分の扶養控除等申告書に記載する事項に変更はありません。 ただし、令和８年12月１日から給与所得控除額及

び扶養親族等の所得要件が改正されます。この改正により、例えば、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有する

こととなった従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書を、給与の支払者に提出することとなります。  

なお、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際には、扶養控除等申

告書の「異動月日及び事由」欄に「令和８年12月１日 改正」などと記載してください。  

（注）令和８年11月30日以前に支払う給与については、「源泉徴収税額表」を使用する際の「扶養親族等の数」に、この改正により新た

に扶養控除等の対象となる扶養親族等を含めないようご注意ください。  

 

 

･･･････令和８年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Ｑ＆Ａ（令和８年５月）／Ｑ２－１･･･････ 

要周知 

（次ページへ続く） 

★夏場に屋外で作業を行

わせることがある場合

は、上記のパンフレット

を確認しておきたいとこ

ろです。お声掛けいただ

ければ、そのＵＲＬなど

を紹介いたします。 

決定済み・ 

施行待ちの改正 
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● 6月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

● 納期特例の適用を受けている源泉所得税（1～6月分）の納付期限 

● 健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届の提出期限 

● 労働保険の年度更新手続きの締切日 

7/31 ● 6月分健康保険料・厚生年金保険料の納付期限 

● 5月決算法人の確定申告と納税・11月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 労働者死傷病（休業4日未満）報告（4～6月分）の提出期限 

◆あとがき◆ 

法改正や制度改正は、内容そのものよりも「いつ、何を準備するか」が実務上のポイントになります。 

今月号では、熱中症対策、税制改正による年末調整対応、外国人雇用管理指針の改正など、今後の対応に影響するテーマを取

り上げました。必要な準備を整理する際の参考としてご覧いただければ幸いです。     萩野 

 

「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策（令和８年１月 23 日決定）」などを踏まえ、「外国人労働者

の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が改正され、令和８年６月 14 日から段階的に適用さ

れることになりました。そのポイントをまとめたリーフレットが厚生労働省から公表されていますので、確認しておき

ましょう。 

 

★外国人雇用管理指
針について、左記の
ほか、令和８年 10
月から改正パートタ
イム・有期雇用労働
法施行規則などが施
行されること、令和
９年４月から育成就
労制度が施行される
ことなどを踏まえた
改正も行われてお
り、段階的に適用さ
れることになってい
ます。外国人労働者
を雇用されている
（雇用する予定があ
る）場合は、確認し
ておきましょう。 
このリーフレットな
どの関連資料をご覧
になりたいときは、
気軽にお声掛けくだ
さい。 

外国人雇用管理指針を改正 令和８年６月14日から段階的に適用 

･･････････リーフレット 外国人雇用管理指針改正の主なポイント（令和８年６月 14日適用分）･･････････ 

★このＱ＆Ａにより、令和８年度税制改正による年末調整の変更点などについて、国税庁の現時点における見解を知る

ことができます。必要であれば、お声掛けください。Ｑ＆ＡのＵＲＬなどを紹介させていただきます。 

 

また、従業員は、この申告書を、原則として令和８年12月１日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出すること

となりますが、年末調整を行う時までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことができます。  

（注）令和８年分の扶養控除等申告書の様式裏面の注意事項等が改正前の内容となっている場合がありますのでご注意ください。 

お仕事 

カレンダー 

７月 

要確認 


